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令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第４号)

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第４号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９４, ５６７千円を追加し､ 歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１６２, １７１, ４８３千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(債務負担行為の補正)

第２条 債務負担行為の追加は､ ｢第２表 債務負担行為補正｣ による｡

(地方債の補正)

第３条 地方債の追加変更は､ ｢第３表 地方債補正｣ による｡



第１表

歳入歳出予算補正 (第４号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

11 地 方 交 付 税 １８,６００,０００ ８５,０６２ １８,６８５,０６２

１ 地 方 交 付 税 １８,６００,０００ ８５,０６２ １８,６８５,０６２

15 国 庫 支 出 金 ３９,３６１,９９３ ４４,６２７ ３９,４０６,６２０

１ 国 庫 負 担 金 ２７,５２４,０１７ ９３４ ２７,５２４,９５１

２ 国 庫 補 助 金 ３,４８５,７７２ ６,４８６ ３,４９２,２５８

３ 国 庫 交 付 金 ８,３２７,６８２ ３４,８７５ ８,３６２,５５７

４ 国 庫 委 託 金 ２４,５２２ ２,３３２ ２６,８５４

16 県 支 出 金 １２,９８９,３７４ ２,７７０ １２,９９２,１４４

２ 県 補 助 金 ２,８１９,７５８ ２,７７０ ２,８２２,５２８

18 寄 附 金 ２,８８７,０４０ ３,０６６ ２,８９０,１０６

１ 寄 附 金 ２,８８７,０４０ ３,０６６ ２,８９０,１０６

19 繰 入 金 １,１４６,０６８ △３６,２４９ １,１０９,８１９

１ 基 金 繰 入 金 １,０３７,２１１ △３６,２４９ １,０００,９６２

21 諸 収 入 ２,６２６,３７８ ３,３９１ ２,６２９,７６９

７ 雑 入 １,１８６,０９０ ３,３９１ １,１８９,４８１

22 市 債 ７,４３２,８００ ９１,９００ ７,５２４,７００

１ 市 債 ７,４３２,８００ ９１,９００ ７,５２４,７００

歳 入 合 計 １６１,９７６,９１６ １９４,５６７ １６２,１７１,４８３



歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １３,０５５,１０１ １４,３８２ １３,０６９,４８３

１ 総 務 管 理 費 ８,１０８,７９２ ２,１６１ ８,１１０,９５３

４ 戸籍住民基本
台 帳 費 ７９３,９９５ ２,３３２ ７９６,３２７

７ 文化スポーツ費 １,２００,８５０ ９,８８９ １,２１０,７３９

３ 民 生 費 ８０,３４７,９８３ １８,３６５ ８０,３６６,３４８

１ 社 会 福 祉 費 ３３,３４０,２４８ １８,３６５ ３３,３５８,６１３

４ 衛 生 費 ９,８０４,１８８ ３４,０５５ ９,８３８,２４３

１ 保 健 衛 生 費 ４,２６５,４９７ １１,８０７ ４,２７７,３０４

３ 環 境 保 全 費 ４４６,３８８ ２２,２４８ ４６８,６３６

５ 農林水産業費 １,０３８,８８０ ３８０ １,０３９,２６０

１ 農 業 費 ７４８,９６６ ３８０ ７４９,３４６

６ 商 工 費 ３,８５０,１７３ ２５,０１５ ３,８７５,１８８

２ 観 光 費 ９７５,１４４ ２５,０１５ １,０００,１５９

７ 土 木 費 ９,８５１,４２１ ２,９７７ ９,８５４,３９８

７ 下 水 道 費 ５６３,６９２ ２,９７７ ５６６,６６９

８ 消 防 費 ５,４１７,８８１ ３,４５６ ５,４２１,３３７

１ 消 防 費 ５,４１７,８８１ ３,４５６ ５,４２１,３３７

９ 教 育 費 １０,３５２,１０２ ７２,６６６ １０,４２４,７６８

１ 教 育 総 務 費 ２,３２１,１９３ ９９０ ２,３２２,１８３

２ 小 学 校 費 ２,８３４,９９４ ７１,６７６ ２,９０６,６７０

12 諸 支 出 金 ９,００７,０２０ ２３,２７１ ９,０３０,２９１

１ 公 営 企 業 費 ８,７９３,５１１ ２３,２７１ ８,８１６,７８２

歳 出 合 計 １６１,９７６,９１６ １９４,５６７ １６２,１７１,４８３



第２表

債 務 負 担 行 為 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

小学校給食民間委託事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
６２２,８２７

合 計 ６２２,８２７

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

若竹学級運営委託事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
１,９２２,０７０

合 計 １,９２２,０７０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

学校給食第一共同調理場調理業務委託事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
１３３,４７５

合 計 １３３,４７５



第３表

地 方 債 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

小学校施設解
体撤去事業 64,500 証書借入又

は債券発行

年4.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

計 64,500

２ 変 更 (単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

和歌山城公園
整備事業 5,500 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

6,800 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

下水道施設管
理事業 21,000 〃 〃 〃 23,900 〃 〃 〃

水道事業会計
出資金 864,800 〃 〃 〃 888,000 〃 〃 〃

計 7,432,800 7,460,200



令和７年度和歌山市卸売市場事業特別会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市卸売市場事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０５, ４２７千円を追加し､ 歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２, ３１３, ３４１千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(地方債の補正)

第２条 地方債の変更は､ ｢第２表 地方債補正｣ による｡



第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 国 庫 支 出 金 ２４９,５１３ ７６,６２７ ３２６,１４０

１ 国 庫 交 付 金 ２４９,５１３ ７６,６２７ ３２６,１４０

６ 市 債 ５７３,７００ ７２８,８００ １,３０２,５００

１ 市 債 ５７３,７００ ７２８,８００ １,３０２,５００

歳 入 合 計 １,５０７,９１４ ８０５,４２７ ２,３１３,３４１

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 卸 売 市 場 費 １,３００,９９０ ８０５,４２７ ２,１０６,４１７

１ 卸 売 市 場 費 １,３００,９９０ ８０５,４２７ ２,１０６,４１７

歳 出 合 計 １,５０７,９１４ ８０５,４２７ ２,３１３,３４１



第２表

地 方 債 補 正

１ 変 更 (単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

卸売市場整備
事業 573,700 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

1,302,500 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

計 573,700 1,302,500



令和７年度和歌山市水道事業会計補正予算 (第１号)

第１条 令和７年度和歌山市水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条第４号を次のよ

うに改める｡

� 主要な建設改良事業

配水管整備事業 ３,９２２,５３６千円

配水施設整備事業 ３２３,６８１千円

原浄水施設新設改良事業 １,４２６,０９９千円

第３条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３, ９５５,

８４６千円｣ を ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３, ９６９, ８５７千円｣ に､

｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４８５, ３９１千円､ 過年度分損益勘定留

保資金２０２, ４４９千円､ 当年度分損益勘定留保資金２, ９０１, ４９２千円及び当年度利

益剰余金処分額３６６, ５１４千円｣ を ｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４

９３, ８５３千円､ 過年度分損益勘定留保資金３２８, ５２３千円､ 当年度分損益勘定留保資

金２, ９０１, ４９２千円及び当年度利益剰余金処分額２４５, ９８９千円｣ に改め､ 資本的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 水道事業資本的収入 ４,３７５,８７１千円 △７９,０７１千円 ４,４５４,９４２千円

第１項 企 業 債 ３,０９９,３００千円 ５５,８００千円 ３,１５５,１００千円

第２項 出 資 金 ８６４,８８６千円 ２３,２７１千円 ８８８,１５７千円

支 出

第１款 水道事業資本的支出 ８,３３１,７１７千円 ９３,０８２千円 ８,４２４,７９９千円

第１項 建 設 改 良 費 ５,６１３,３３６千円 ９３,０８２千円 ５,７０６,４１８千円

第４条 予算第６条の表を次のように改める｡

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管
整 備 事 業

配 水 施 設
整 備 事 業

施 設
整 備 事 業

千円

２,１８８,４００

７１,７００

８９５,０００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年４.０％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



第５条 予算第１１条中 ｢３６６, ５１４千円｣ を ｢２４５, ９８９千円｣ に改め､ 次のように

処分するものとする｡

� 減 債 積 立 金 ２４５,９８９千円



令和７年度和歌山市公共下水道事業会計補正予算 (第２号)

第１条 令和７年度和歌山市公共下水道事業会計の補正予算は､ 次に定めるところによる｡

第２条 令和７年度和歌山市公共下水道事業会計予算 (以下 ｢予算｣ という｡ ) 第２条第４号を

次のように改める｡

� 主要な建設改良事業

管渠整備事業 ３,１０６,０６６千円

ポンプ場整備事業 ８８８,７５９千円

処理場整備事業 １,３２０,８３５千円

第３条 予算第４条本文括弧書中 ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５, ２８０,

４４６千円｣ を ｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５, ２８４, １４６千円｣ に､

｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２３４, ２２３千円､ 当年度分損益勘定留

保資金３, ８９４, ３３７千円､ 繰越利益剰余金処分額２５７, ４２５千円及び当年度利益剰

余金処分額８９４, ４６１千円｣ を ｢当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２３７,

８５９千円､ 当年度分損益勘定留保資金３, ８９４, ３３７千円､ 繰越利益剰余金処分額２５

７, ４２５千円及び当年度利益剰余金処分額８９４, ５２５千円｣ に改め､ 資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 下水道事業資本的収入 ７,５４９,４８８千円 ３６,３００千円 ７,５８５,７８８千円

第１項 企 業 債 ３,９７４,０００千円 ３６,３００千円 ４,０１０,３００千円

支 出

第１款 下水道事業資本的支出 １２,８２９,９３４千円 ４０,０００千円 １２,８６９,９３４千円

第１項 建 設 改 良 費 ５,２７７,５１５千円 ４０,０００千円 ５,３１７,５１５千円

第４条 予算第６条の表を次のように改める｡

第５条 予算第１１条中 ｢１, １５１, ８８６千円｣ を ｢１, １５１, ９５０千円｣ に改め､ 次

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公共下水道
事 業

公共下水道
事業借換債

資 本 費
平 準 化 債

千円

２,７７８,７００

４５１,４００

７８０,２００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年４.０％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



のように処分するものとする｡

� 減 債 積 立 金 １,１５１,９５０千円



 

   令和７年度和歌山市一般会計補正予算（第５号） 

令和７年度和歌山市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０，９７５千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１６２，２２２，４５８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加変更は、「第２表 地方債補正」による。 
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第２表

１  追　　加 （単位　千円）

２  変　　更 （単位　千円）

補　　　　　　正　　　　　　後

償還の方法 限  度  額 利  率 償還の方法

  政府その
他の資金の
借入れにつ
いては、そ
の融通条件
による。た
だし、市財
政の都合に
より据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは低利に
借り換える
ことができ
る。

113,000

年4.0％以内
（ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
について､利
率の見直し
を行った後
においては､
当該見直し
後の利率）

  政府その
他の資金の
借入れにつ
いては、そ
の融通条件
による。た
だし、市財
政の都合に
より据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは低利に
借り換える
ことができ
る。

7,528,700

地　　方　　債　　補　　正

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　　　　率 償 還 の 方 法

令和７年度発生
土木施設災害復
旧事業

16,400
証書借入又
は債券発行

年4.0％以内（ただし､利率見直し
方式で借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金について､
利率の見直しを行った後において
は､当該見直し後の利率）

  政府その他の資金の借入れに
ついては、その融通条件によ
る。ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還若しくは低利
に借り換えることができる。

起債の目的
補 正 前

限  度  額 起債の方法 利  率 起債の方法

計 16,400

公園施設整
備事業

109,000
証書借入又
は債券発行

年4.0％以内
（ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
について､利
率の見直し
を行った後
においては､
当該見直し
後の利率）

証書借入又
は債券発行

計 7,524,700

  




